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岐
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化
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金
条
例
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行
規
則
の
一
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を
改
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す
る
規
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国
保
課
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路
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道
路
の
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開
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示 

○
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模
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す
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地 
 

課
）
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九 

○
国
土
調
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結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 
 
 
 
 
 

（
都

市

政

策

課
）
九
二
〇 

○
揖
斐
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
九
二
三 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
許
可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
岐
阜
農
林
事
務
所
）
九
二
三 

 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 

誤 

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
中
訂
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
砂 

 

防 
 

課
）
九
二
四 

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
中
訂
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
九
二
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第

二

千

二

百

二

十

六

号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
火
曜
日
） 

 
 

平

成

二

十

三

年

二

月

二

十

二

日 
  
 
 
 
 
 

規 
 
 
 

則 

 

岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
規
則
第
七
号 

 
 
 

岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の

交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
中
「
第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
」
と

あ
る
の
は
「
附
則
第
十
四
条
の
二
」
と
、
「
別
記
第
二
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
第
二
号
の
二

様
式
」
と
、
「
別
記
第
三
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
第
三
号
の
二
様
式
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

 

別
記
第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  

 
ペ
ー
ジ 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 
 
 
 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

第
２
号
の
２
様
式
（
第
４
条
関
係
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

月
日
 

 
 
岐
阜
県
知
事
 
様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
域
連
合
長
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別
記
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

              

交
付
金
交
付
申
請
書

 
  
 
下
記
の
と
お
り
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
い
の
で
、
岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金

条
例
施
行
規
則
附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り

関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

 
記

 
  
 
交
付
申
請
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

第
３
号
の
２
様
式
（
第
４
条
関
係
）
交
付
金
額
計
算
書

 

交
付
額

 
（
①
－
②
）

 
 

・
 
 
 
年
度
に
お
け
る
費
用
の
見
込
額

 

 高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

高
額
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

移
送
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

 

療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相

当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

 

           

見
込
額
合
計
 
①
 

そ
の
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
に
要
す
る
費
用
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
の

執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。）

の
額
 

保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
 

法
第

116
条

第
１

項
第

２
号

の
規
定
に

よ
る
基

金
事

業
借

入
金
の

償
還
に

要
す
る
費
用
の
額
 

法
第
117条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
 

財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
 

法
第
7
0条

第
３
項
（
法
第
74条

第
10項

、
第
75条

第
７
項
及
び
第
76
条
第
６

項
に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含
む

。
）
及

び
第

78
条

第
７

項
の
規

定
に

よ
る
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
（
法
第
70条

第
４

項
（
法
第
74条

第
10
項
、
第
75条

第
７
項
、
第
76条

第
６
項
及
び
第
78条

第
８

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を
含

む
。
）

の
規

定
に

よ
る

委
託
に

要
す

る
費
用
を
含
む
。）

の
額
 

       

・
 
 
 
年
度
に
お
け
る
費
用
の
見
込
額

 

見
込
額
合
計
 
②
 

法
第

116
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
る
基
金
事
業
貸
付
金
 

法
第
116条

第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
基
金
事
業
交
付
金
 

そ
の
他
後
期
高
齢
者
医
療
に
要
す
る
費
用
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
の
執

行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。）

の
た
め
の
収
入
の
額
 

法
第
102条

及
び
第
103条

の
規
定
に
よ
る
補
助
金
 

法
第
117条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
 

法
第
100条

の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
交
付
金
 

法
第
95条

の
規
定
に
よ
る
調
整
交
付
金
 

法
第
93条

、
第
96条

及
び
第
98条

の
規
定
に
よ
る
負
担
金
 

剰
余
金
繰
入
金
 

保
険
料
収
納
見
込
額
（
広
域
連
合
に
お
け
る
平
成
 
年
度
の
歳
入
と
な
る
も

の
に
限
る
。）
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附 
則                              

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

岐
阜
県
告
示
第
九
十
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
九
十
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域

を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

見
込
額
合
計
 
②
 

法
第
116条

第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
る
基
金
事
業
貸
付
金
 

  

一
般 

国
道 

道
路
の
種
類 

二
百
五
十 

六
号 

路

線

名 

山
県
市
大
字
高
木
字
八
幡
一

〇
四
七
番
二
地
先
か
ら 

同 

市
大
字
伊
佐
美
字
東
川

三
二
一
番
一
地
先
ま
で 

山
県
市
大
字
高
木
字
八
幡
一

〇
四
七
番
二
地
先
か
ら 

同 

市
大
字
西
深
瀬
字
森
五

山
県
市
大
字
高
木
字
八
幡
一

〇
四
七
番
二
地
先
か
ら 

同 

市
大
字
伊
佐
美
字
東
川

三
二
一
番
一
地
先
ま
で 

山
県
市
大
字
高
木
字
八
幡
一

〇
四
七
番
二
地
先
か
ら 

同 

市
大
字
西
深
瀬
字
村
前

一
一
二
四
番
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

 

Ａ 
   

Ｂ Ｃ Ｄ 

 

Ａ 
    

Ｂ 
  

Ｃ 
 

区
域
変
更
前
後
別 

八
・
〇

〜 

三
〇
・
〇   

二
八
・
〇

〜 

一
一
九
・
八  

八
・
〇

〜 

三
〇
・
〇   

二
八
・
〇

〜 

四
〇
・
〇   

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

 

二
、
九
七
五
・
〇   

一
、
三
四
〇
・
〇    

二
、
九
七
五
・
〇   

六
四
四
・
〇   

 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
及
び
Ｄ

は
関
係
図

面
に
表
示

す
る
敷
地

の
区
分
を

い
う
。 

 

Ａ
及
び
Ｂ

は
一
部
主

要
地
方
道

関
本
巣
線

と
重
用 

備 
考 

一
般 

国
道 

二
百
五
十 

六
号 

山
県
市
大
字
高
木
字
八
幡
一

〇
四
七
番
二
地
先
か
ら 

同 

市
大
字
伊
佐
美
字
東
川

三
二
一
番
一
地
先
ま
で 

山
県
市
大
字
高
木
字
八
幡
一

〇
四
七
番
二
地
先
か
ら 

同 

市
大
字
西
深
瀬
字
森
五

二
五
番
一
地
先
ま
で 

同 

市
大
字
西
深
瀬
字
村
前

一
一
二
四
番
地
先
ま
で 

Ａ 
    

Ｂ 
 

Ｃ 
 

Ｄ 
 

Ｃ 
 

八
・
〇

〜 

三
〇
・
〇   

二
八
・
〇

〜 

一
一
九
・
八     

 

二
、
九
七
五
・
〇   

一
、
三
四
〇
・
〇   

 

 

 

い
う 

 

Ａ
及
び
Ｂ

は
一
部
主

要
地
方
道

関
本
巣
線

と
重
用 

 

 

県
道 

道
路
の
種
類 

土

岐

線 

足

助

線 

路

線

名 

土
岐
市
妻
木
町
字
東
山
三

〇
二
〇
番
三
五
地
先
地
内 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 

区
域
変
更
前
後
別 

六
・
四

〜 

一
三
二
・
五 

六
・
四

〜 八
・
三 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

九
〇
・
〇 

九
〇
・
〇 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

線 

前 

後 
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平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

サ
ピ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

美
濃
市
松
森
上
竹
下
二
〇
〇
番
地
一 

外 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

変
更
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
バ
ロ
ー
岩
村
店 

 
 

恵
那
市
岩
村
町
飯
羽
間
字
松
割
二
三
一
一
番
一 

外 

二 

意
見
の
概
要 

県
道 

道
路
の
種
類 

鼠

餅

線 

古

川

線 

路

線

名 

飛 
市
古
川
町
片
原
町
八
番

一
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 
町
同 

 

八
番

一
〇
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 

区
域
変
更
前
後
別 

一
〇
・
一

〜 

一
八
・
二 

五
・
九

〜 

一
八
・
二 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

一
九
八
・
六 

一
九
八
・
六 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

 

線 

県
道 

道
路 

の
種 

類 

町

方

線 

高

山

線 

路

線

名 

高
山
市
上
野
町
一
一
九
九
番
七

三
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

町
六
七
〇
番
三
地

先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

八
八
・
〇 

延 
 

長

（
メ
ー
ト

ル
） 

平
成 

二
三
・ 

二
・
二
二 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

二
〇
・ 

八
・
二
二 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

線 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 
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意
見
な
し
（
届
出
事
項 

変
更
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

ア
ミ 

 
 

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
大
持
野
二
九
五
七
番
地
の
一
一 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

変
更
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

（
仮
称
）
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
岐
阜
坂
祝
店 

 
 

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩
林
前
一
五
一
五
番
一 

外 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

新
設
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る
概
要
等 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次 

の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
郡
上
市
長
と
協
議
し
た
い
の
で
、
同
条 

第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事 

業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
谷
汲
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
三
年
二
月
九
日
に
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十

九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
基
本
測
量
の
終
了 

 

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

作
業
機
関 

郡

上

南

部

地

区 

施
行
に
係
る
地
区
名 

郡
上
市
役
所
前
掲
示
場 

縦

覧

場

所 

平
成
二
三
・ 

二
・
二
二
か
ら 

同 
 
 

・ 

三
・
二
三
ま
で 

縦

覧

期

間 
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国
土
交
通
省
国
土
地
理
院 

二 
作
業
種
類 

 
 

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
現
地
調
査
） 

三 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
か
ら 

 
 

同 

二
十
三
年
一
月
二
十
八
日
ま
で 

四 

作
業
地
域           

 
 

高
山
市
、
飛 

市
、
本
巣
市
、
郡
上
市
及
び
大
野
郡
白
川
村 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

瑞
浪
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
瑞
浪
市
稲
津
町
大
字
小
里
の
一
部
（
小
里
７
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
瑞
浪
市
（
稲
津
町
大
字
小
里
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
瑞
浪
市
（
稲
津
町
大
字
小
里
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

瑞
浪
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
瑞
浪
市
大
湫
町
の
一
部
（
大
湫
３
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
瑞
浪
市
（
大
湫
町
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
瑞
浪
市
（
大
湫
町
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

恵
那
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
串
原
の
一
部
（
第
１
区
、
第
２
区
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
（
串
原
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
（
串
原
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 
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平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

恵
那
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
明
智
町
吉
良
見
の
一
部
（
吉
良
見
Ⅰ
・
Ⅲ
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
（
明
智
町
吉
良
見
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
（
明
智
町
吉
良
見
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

恵
那
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
笠
置
町
姫
栗
の
一
部
（
加
須
里
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
（
笠
置
町
姫
栗
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
（
笠
置
町
姫
栗
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

恵
那
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
武
並
町
藤
の
一
部
（
上
の
洞
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
（
武
並
町
藤
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
恵
那
市
（
武
並
町
藤
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 
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平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

山
県
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
山
県
市
谷
合
の
一
部
（
谷
合
３
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
山
県
市
（
谷
合
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
山
県
市
（
谷
合
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

下
呂
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
金
山
町
福
来
の
一
部
（
福
来
８
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
（
金
山
町
福
来
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
（
金
山
町
福
来
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

下
呂
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
大
島
の
一
部
（
大
島
１
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
（
大
島
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
（
大
島
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

東
白
川
村 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
加
茂
郡
東
白
川
村
大
字
神
土
の
一
部
（
神
土
⑦
） 
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三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
加
茂
郡
東
白
川
村
（
大
字
神
土
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
加
茂
郡
東
白
川
村
（
大
字
神
土
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

可
児
郡
御
嵩
町 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
可
児
郡
御
嵩
町
宿
の
一
部
（
宿
（
Ⅰ
）） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
可
児
郡
御
嵩
町
（
宿
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
可
児
郡
御
嵩
町
（
宿
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
揖
斐
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧 

  

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
都
市
計
画
の
案

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

揖
斐
都
市
計
画
道
路 

 
 

３
・
４
・
３
号 

大
野
揖
斐
川
線 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域 

三 

都
市
計
画
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
野
町
産
業
建
設
部
建
設
水
道
課 

四  

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら 

 
 

同 

二
十
三
年
三
月
八
日
ま
で 

五  

注
意
事
項 

 
 

意
見
書
に
は
、
指
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
）
を

記
載
す
る
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
住
所
又
は
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
の
市
町
村
が
、
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域
が

存
す
る
市
町
村
と
異
な
る
場
合
は
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
対
し
て
有
す
る
利
害
関
係
の
内
容
に
つ

い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可   

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐

阜

市

網

代

土

地

改

良

区 

土

地

改

良

区

名 

平
成
二
三
・ 

 

二
・ 

二 

認

可

年

月

日 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
正 

 
 

誤 

 

（
原
稿
誤
り
） 

  

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
号
外
㈠ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
（
岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

（
原
稿
誤
り
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
号
外
㈠ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
（
岐
阜
県
告
示
第
三
百 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

（
原
稿
誤
り
） 

  

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
号
外
㈠ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
（
岐
阜
県
告
示
第
三
十
号
）
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

（
原
稿
誤
り
） 

  

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
号
外
㈠ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
（
岐
阜
県
告
示
第
三
十
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐

阜

市

網

代

土

地

改

良

区 
土

地

改

良

区

名 

平
成
二
三
・ 

 

二
・ 

二 

認

可

年

月

日 

戸
庁
４ 

戸
庁
３ 

戸
庁
２ 

戸
庁
１ 

一
号
）
二
頁
下
段
の
表
中 

戸
丁
４ 

戸
丁
３ 

戸
丁
２ 

戸
丁
１ 

は
、 

の
誤
り
。 

「 

「 

」 

」 

三
十
二
号
）
六
頁
上
段
の
表
中 

戸
庁
４ 

戸
庁
３ 

戸
庁
２ 

戸
庁
１ 

戸
丁
４ 

戸
丁
３ 

戸
丁
２ 

戸
丁
１ 

は
、 

「 

「 

」 

」 

の
、
七
頁
上
段 

の
表
中 

伊
山
洞
谷 

中
会
津
洞
谷 

関
市
上
之
保
中
道 

関
市
上
之
保
中
会
津 

次
の
図
の
と
お
り 

次
の
図
の
と
お
り 

土
石
流 

土
石
流 

「 

  

」 

は
、 

中
会
津
洞
谷 

関
市
上
之
保
中
会
津 

次
の
図
の
と
お
り 

土
石
流 

「 

 

」 の
誤
り
。 

屋
敷
２
沢 

中
屋
敷
２
沢 

「 

」 

」 

は 

の
誤
り
。 

弥
勒
寺
ｃ
谷 

本
巣
市
上
保
弥
勒
寺 

次
の
図
の
と
お
り 

号
）
六
頁
上
段
の
表
中 

「 

 
土
石
流 

は
、 

小
猿
谷 

山
谷 

弥
勒
寺
ｃ
谷 

本
巣
市
文
殊
宝
珠 

本
巣
市
上
保
船
木
山 

本
巣
市
上
保
弥
勒
寺 

次
の
図
の
と
お
り 

次
の
図
の
と
お
り 

次
の
図
の
と
お
り 

「 

」 
り り り 

土
石
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